
議案第１８号  

 

市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について  

 

市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。  
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市川市条例第  号  

市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例  

 市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１０年条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

目次中「市川市介護老人保健施設ゆうゆう及び市川市柏井デイサービスセン

ターの利用」を「利用等」に改める。  

第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同号の次に次の１号を加える。  

⑶ 保健医療福祉センターが置かれる建物に民間事業者が開設する介護老人

保健施設において行われる介護老人保健施設事業、短期入所療養介護事業、 

介護予防短期入所療養介護事業、通所リハビリテーション事業、介護予防

通所リハビリテーション事業その他第１条に規定する目的を達成するため

に必要な事業との連携に関すること。  

第３条第４号を削る。 

第４条の表市川市介護老人保健施設ゆうゆうの項を削る。  

「第３章  市川市介護老人保健施設ゆうゆう及び市川市柏井デイサービスセ



ンターの利用」を「第３章 利用等」に改める。  

第１１条を次のように改める。  

（利用することができる者の範囲）  

第１１条  市川市柏井デイサービスセンター（以下「柏井デイサービスセンタ

ー」という。）を利用することができる者は、市内に住所を有する居宅要介護

被保険者等（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定

する居宅要介護被保険者及び同法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保

険者をいう。以下この条及び第１７条第１項において同じ。）及びその家族並

びに市長が特に必要と認める居宅要介護被保険者等及びその家族とする。  

第１２条第１項中「介護老人保健施設又は」及び「（以下「介護老人保健施設

等」という。）」を削り、同条第２項中「介護老人保健施設等」を「柏井デイサ

ービスセンター」に改める。  

第１４条中第２項を削り、第３項を第２項とし、同条第４項中「前３項」を

「前２項」に改め、「、利用時間」を削り、同項を同条第３項とする。  

第１５条第１項中「及び介護老人保健施設の通所に係る休所日」を削る。  

第１６条の見出し中「及び介護老人保健施設」を削り、同条第１項中「以下

「受診者」を「第２１条において「受診者」に改め、「及び第１２条第１項の承

認を受け、介護老人保健施設を利用する者（以下「介護老人保健施設の利用者」

という。）」を削り、同条第３項を次のように改める。  

３ 病院の個室を希望により使用する場合の使用料の額は、前項の規定により

算出して得た額に、１床１日につき７,５００円（市外居住者については、１

床１日につき１１,２５０円）に消費税等加算率を乗じて得た額（１０円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を加えた額とする。  

第１６条第４項及び第５項を削り、同条第６項中「又は介護老人保健施設」

を削り、同項を同条第４項とし、同条第７項を削る。  

第１７条第２項中「居宅サービス基準条例」を「指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年千葉県条例第

６８号）」に改める。  



第１９条各号列記以外の部分中「介護老人保健施設等」を「柏井デイサービ

スセンター」に改め、同条第１号中「介護老人保健施設の利用者又は」を削り、

「以下「介護老人保健施設の利用者等」を「次号及び第２１条において「柏井

デイサービスセンターの利用者」に改め、同条第２号中「介護老人保健施設の

利用者等」を「柏井デイサービスセンターの利用者」に改め、同条第３号中「介

護老人保健施設等」を「柏井デイサービスセンター」に改める。  

第２０条第１号中「以下」を「次号及び次条において」に改める。  

第２１条中「介護老人保健施設の利用者等」を「柏井デイサービスセンター

の利用者」に改める。 

第２２条第２項中「以下」を「第４項において」に改め、同条第４項を次の

ように改める。  

４ 指定管理者が行う柏井デイサービスセンターの管理の基準は、手続条例に

定めるもののほか、第１１条、第１２条、第１４条第２項及び第３項、第    

１５条第２項及び第３項、第１７条並びに第１９条に定めるところによる。

この場合において、これらの規定の適用については、第１１条及び第１２条

中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１４条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、「市長が必要と認めるときは、これらに規定する診療時間

及び開所時間」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たときは、同項に

規定する開所時間」と、第１５条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

「市長が必要と認めるときは、これらに規定する休診日及び休所日」とある

のは「指定管理者が市長の承認を得たときは、同項に規定する休所日」と、

第１９条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。  

   附  則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

（使用料等に関する経過措置）  

２ 平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）前に改正前の第１２条第１

項の承認を受けて介護老人保健施設を利用した者に係る改正前の第１６条第



１項に規定する使用料及び同条第７項に規定する実費並びに施行日前に介護

老人保健施設で診断書等の交付を受けた者に係る同条第６項に規定する手数

料については、なお従前の例による。  

（損害賠償に関する経過措置）  

３ 施行日前に介護老人保健施設の施設、附属設備等を壊し、汚し、又は失わ

せた者については、改正前の第２１条の規定は、施行日以後も、なおその効

力を有する。  

（過料に関する経過措置）  

４ 施行日前にした行為及び附則第２項の規定によりなお従前の例によること

とされる場合における施行日以後にした行為に対する過料の規定の適用につ

いては、なお従前の例による。  

 

 

 

 



理  由  

 

介護老人保健施設ゆうゆうについて、利用者サービスの向上と経営の効率

化を図るため、民間事業者にその運営を引き継ぐことから、公の施設として

の供用を廃止するほか、所要の改正を行う必要がある。  

これが、この条例案を提出する理由である。  

 


